国 民 健 康 保 険 課
事 業 推 進 グ ル ー プ
　　国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関し、保険者の健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため、必要な支援・助言等に努めた。
また、大阪府国民健康保険審査会及び大阪府後期高齢者医療審査会の運営を実施した。

Ⅰ　国民健康保険に係る事業

１　保険者に対する指導助言等

保険者の健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため、事業運営に関する指導監督等を実施した。

（１）一般状況

保険者数　　　　　　　　　５７
市　　 町 　　村　　　　４３
国民健康保険組合　　　　１４
（２）指導監督等の実施状況

	区　　　分
	保険者数
	実施保険者数
（実施回数）
	内　　　訳
	（参　考）
厚生労働省による
指導監査実施保険者数

（実施回数）

	
	
	
	一般指導監督
実施保険者数

（実施回数）
	特別指導監督
実施保険者数

（実施回数）
	

	市　町　村
	43
	43
	43
	0
	1

	国民健康保険組合
	14
	14
	14
	0
	0

	計
	57
	57
	57
	0
	1


（３）指導監督等の内容

ア　市町村

財政の健全性の確保向上について　　　　　４件
収納率の向上について　　　　　　　　　３５件
保健事業の充実について　　　　　　　　４３件
医療費適正化レセプト点検について　　　３７件
イ　国民健康保険組合

予算執行について　　　　　　　　　　　　５件
医療費適正化レセプト点検について　　　　７件
○根拠法令等

・国民健康保険法第４条第２項及び第５項、
第106条第１項、第108条第１項

（４）国民健康保険組合の規約等の認可・届出

ア　認可件数　　　　　　　３６件（国民健康保険組合数　１４）
規約の変更　　　　　２２件（同上　　　　　　　　１４）
財産処分　　　　　　１１件（同上　　　　　　　　　８）
借入金の借入　　　　　１件（同上　　　　　　　　　１）
滞納処分　　　　　　　２件（同上　　　　　　　　　１）

イ　届出件数　　　　　　　５８件（国民健康保険組合数　１４）
予算　　　　　　　　３３件（同上　　　　　　　　１４）
事業報告及び決算　　１４件（同上　　　　　　　　１４）
役員の変更　　　　　１０件（同上　　　　　　　　　７）
その他　　　　　　　　１件（同上　　　　　　　　　１）

○根拠法令等

・国民健康保険法第27条第２項及び第４項、
第80条第１項　
・国民健康保険法施行令第15条第１項、第23条第２項
・国民健康保険法施行規則第21条、第23条
２　保健事業の実施
市町村の医療費適正化取組を支援するため、保健事業を実施した。
（単位：円）
	事業名
	最終予算額
	決算額

	健康づくり支援プラットフォーム整備等事業
	568,010,000
	466,921,946

	国民健康保険ヘルスアップ支援事業
	111,523,000
	90,850,810


３　保険者に対する財政援助

　　国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、国民健康保険法に基づき次のとおり負担金等の交付を行った。
○根拠法令等

・国民健康保険法第４条第２項、第72条の５、
第75条の２、第81条の２第５項

　　国民健康保険保険給付費等交付金(特別交付金)
保険者努力支援制度事業費分　　交　付　額　　713,299,000円
対　　　象　　府内43市町村

特定健康診査等負担金分　　　　交　付　額　　1,612,900,000円
対　　　象　　府内43市町村

４　国民健康保険組合に対する財政援助

国民健康保険組合に対し、国民健康保険事業に係る国庫負担金及び補助金が交付された。
○根拠法令等

・国民健康保険法第69条、第73条、第74条
［国庫負担（補助）金の交付状況］

（単位：円）

	区　　　分
	交付金額
	内　　　　　　　　　訳

	事務費負担金
	152,672,450
	

	療養給付費等
補　助　金
	
16,662,064,873

	療養給付費補助金
（定率分）　　　　　　　7,043,621,014
　　　 （普　調）　　　　　　　4,024,178,000
　　　 （特　調）　  　　　　　　631,298,000

	
	
	老人保健医療費拠出金補助金

（定率分）     　　 　　　　0

　　　　　　　　（普　調）      　  　　　　0

　　　　　　　　（特　調）         　 　　　0

	
	
	介護納付金補助金

（定率分）　　　　　　　1,009,372,513
（普　調）　　　　　　　  409,958,000
（特　調）      　 　　　　　　　　 0

	
	
	後期高齢者医療支援金補助金

（定率分）　　　　　　　1,965,694,346
（普　調）　　　　　　　1,577,943,000
（特　調）       　　　　　　　　　 0

	特定健康診査・保健指導補助金
	27,082,000
	

	出産育児一時金等補助金
	381,724,000
	出産育児一時金　　　　　　　　　151,109,000
高額医療費共同事業　　　　　　　230,615,000

	計
	17,223,543,323 
	


５　国民健康保険制度改革

　　大阪府国民健康保険運営協議会の運営
改正国民健康保険法に基づき、大阪府国民健康保険運営方針の策定等、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため設置している「大阪府国民健康保険運営協議会」の運営を行った。

○根拠法令等

・国民健康保険法第11条

・大阪府国民健康保険運営協議会条例

６　大阪府国民健康保険団体連合会に対する助成
　　大阪府国民健康保険団体連合会に対して、その事業の健全かつ円滑な運営が図られるよう診療報酬審査支払事務等に要する経費に対し、次のとおり補助金の交付を行った。

予　算　額　　10,846千円
決　算　額　　10,846千円
７　大阪府による給付点検調査及び不正利得の回収に係る事務
「大阪府給付点検調査に係る事務処理方針」（平成31年３月26日策定）に基づき、広域的又は医療に関する専門的な見地から、国保総合システムを活用して市町村が行った保険給付の点検等を行った。
また、府が実施可能な不正利得の回収に係る委託事務について、「大阪府における国民健康保険診療報酬等の不正利得の回収に係る事務処理規約」（平成31年４月１日施行）を定めている。
○根拠法令等
・国民健康保険法第65条第４項、
第75条の３から第75条の６
Ⅱ　後期高齢者医療制度に係る事業

【後期高齢者医療制度について】

　　　75歳以上の高齢者（65歳から74歳の者であって、一定の障がい状態にある旨の大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者を含む。）は、平成20年３月まで、国民健康保険等の医療保険に加入しながら、老人保健制度で医療給付を受けていたが、急速な高齢化の進展に対応するため、平成20年４月に後期高齢者医療制度が創設された。

　　　　根拠法　　　　　　　高齢者の医療の確保に関する法律

　　　　対象者　　　　　　　・75歳以上の者

・65歳から74歳の者であって、一定の障がい状態にある旨の大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
自己負担金（一部負担金）　１割（一定所得以上の方　２割又は３割）

給付費の財源構成　　公費約５割・後期高齢者支援金約４割・保険料約１割

運営主体（保険者）　大阪府後期高齢者医療広域連合
１　保険者に対する指導助言等

　　健全な財政確保と事業の円滑な運営を図るため、事業運営に関する指導監督等を実施した。
	区　　　分
	指導監督等

	
	書面審査による指導監督
（実施回数）
	実地による指導監督
（実施回数）

	大阪府後期高齢者医療広域連合
	0
	1

	市　町　村
	32
	11

	計
	32
	12


２　制度の安定化に向けた財政支援

大阪府後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度に対し、その運営の安定化を図るため、次のとおり財政支援を行った。

（１）後期高齢者医療給付費負担金（府負担率１／１２）

　　　高齢者の医療の確保に関する法律第96条第１項に基づき、給付額に対する府費負担分を大阪府後期高齢者医療広域連合に交付した。
　　　　　　　　予　算　額　　107,016,796千円

　　　　　　　　決　算　額　　107,016,796千円

（２）後期高齢者医療高額医療費負担金（府負担率１／４）

高齢者の医療の確保に関する法律第96条第２項に基づき、高額医療給付額に対する府費負担分を大阪府後期高齢者医療広域連合に交付した。
　　　　　　　　予　算　額　　 10,575,669千円

　　　　　　　　決　算　額　　 10,575,669千円

（３）後期高齢者医療財政安定化基金（府負担率１／３）
高齢者の医療の確保に関する法律第116条第５項に基づく後期高齢者医療財政安定化基金への繰入れの必要がなかったため、府費負担は生じなかった。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律第116条第７項に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金から生じた運用利息等を後期高齢者医療財政安定化基金に充当した。
　　　　　　　　予　算　額　 　　　11,783千円

　　　　　　　　決　算　額　　 　　 2,780千円
（４）後期高齢者医療保険基盤安定負担金（府負担率３／４）
高齢者の医療の確保に関する法律第99条第３項に基づき、低所得者等の保険料軽減に係る市町村の後期高齢者医療に関する特別会計への繰入額に対する府費負担分を市町村に交付した。
　　　　　　　　予　算　額  　22,488,462千円

  　　　　　　　決　算　額　　22,488,462千円

Ⅲ　大阪府国民健康保険審査会及び大阪府後期高齢者医療審査会の運営

大阪府国民健康保険審査会及び大阪府後期高齢者医療審査会の運営を実施した。
１　大阪府国民健康保険審査会
審査会組織　　被保険者代表　３名　　　　審査請求件数（受理）　９０件　

（委員９名）　 保険者代表　　３名　　　　　　　　　　（裁決）　８１件

　　　　　    公益代表　　　３名

○根拠法令等
・国民健康保険法第92条

２　大阪府後期高齢者医療審査会
審査会組織    被保険者代表　　　　　　　　３名　　　　審査請求件数（受理）２４１件

（委員９名）　 後期高齢者医療広域連合代表　３名　　　　　　　　　　（裁決）２０６件

公益代表　　　　　　　　　　３名
○根拠法令等
・高齢者の医療の確保に関する法律第129条
